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媿
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八

ナ
，ナ
田
济
左
狁
ド
は
蔚
房
签

0|
1
の
末
葉
で
、
云
は
ば.̂
:目
下
延
長
六„千
哩
を
箅
す
る

「

II
I有
鐡
遨

」

-̂
、
，
戦
後
紀
.
.
：

H
業
考
の
階
級
か
ら
發
生
し
て
可
な
ち
の
赏
を
積
蓄
し

.府
の
經
營
す
る
こ
ど
、
な
つ
た

r

ア
ル
サ
ス
• ロ
i
l
.

た
も
の
で
あ
る
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•

ヌ」

鐡
遒
$

で
あ
る
.0
7
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:

:

:
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^
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I

)
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.
、

戰
爭S
遒
財
政
S
S
I響。
麗
に
よ
つ

佛

國

鐡

道

.，
の

近

狀

 

|

て
怫
關
西
の.鐵遨
,馨
S
境
に
置
か
れ
るi
に 

,:

. 

曾

ト

^
隹

.
’なつ
た
。
開
戰
當
初kば
，鍵
遨
の
財
政
狀
態
は
左
程
不 

、
 

) 

:
.

ヲ

4

左

，

良
な
も
の
で
は.なが
つ
だ
：、
尤
も
國
有
鐡
遨
は
多
大
の

^
货
西
の&<
,の
延
長
は
目
下
約
ニ
與
六
千
五
百
哩
欠
损

'を生
じ
..
て
居
つ
た
け
れ

V

も
私
有
の
諸
鐵
道
はp
:
"
:
:
:
v

「 

に
aし
之
が
七
，個
の
靈
屢
に.分た
れ
て
展
る
。
备

|
均
し
ズ
幾
分
0.
純
益
を
生
；
ん
で
居
つ

。̂
然
：H
 

の
中「

巴
狃
*ォ
ル
レ
ア
シ

」「

巴
里
‘里
譬
地
中
海

」

|後
諸
鐡
道
の
營
業
費
は
收
入
に
比
し
て
莫
大
の
«
加
を 

「

北
部

」「

衆
部

」「

南
部

」

の
五
：
鐵
道
は
.政府
の
利
子
保
證|來
し
た
の
で
あ
り
て
、.千九
宵
十
九
年
度
に
於
げ
る
營 

, 

の

Tに
肘
許
さ
れ
た
る
私.設會
il
lに
よ
ぅ
て
經
«
さ
れ|'*
業

«總
额
は
四
疆
六
千
百
九
十
萬
ニ
千
法
^
遂
し
戦
前 

て
居
る
か
於
の
萍̂保
散
は
千
九
五̂
づ
年
末
乃
至
の
千
九
西
十
三
年
度
に
此
し

.1
1-
:
に
ニ
十
ニ
割
，五
分
の
增 

'

千
九
两
六
十
年
末
の
間̂滿
期
ビ
な
り
、
同
時
に•特許
：
加
を
示
し
て
居
る
。
此
の
处
州
增
加
の
ー
部
は
努
鈒
の 

倐
件
の
规
定
に
よ
つ
て
鐡
遨
は
，國
有
k歸
す
る
喾
で
あ
騰
貴
に
も
因
る
が
へ
主
た
る
原
因
は
石
炭
の

ぶ̂に

，#

る
。
？
 

二

つ

の

鐵

道

は

千

八

西

七

十

八

年

の

靈

に

す

る

。
鐵
道
用
炭
ビ
1
て
は
內
國
炭
よ
り
も
S

2

 

,

.

^ /
'

り
寸
ブ
？
八
年
西
杏
發
道
與
收
^

<]
:
.
.
.っ
て
擴
大
§

れ
く
の
輸
入
炭
を
沿
費
し
て
居
る
が
、
後
薛
の
騰
貴
の
爲
：

め
纪
石
炭
费
の
み
で
も
十
倍
忙
膨
脹
し
て
居
る
。

—
方 

收
入
の
側
を
見
る
に
、
千
九
西
十
八
年
の
始
め
に
貨
客
‘_ 

ダ
賃
各
ニ
剡
五
分
を
引
上
げ
、
千
九
西1

一
十
年
の
始
め 

K
旅
紫
運
質
七
割
及
び
八
割
、
貨
物
運
賃
十
四
割
を
引
，
 

上
げ
た
に
も
拘
ら
ず
、
同1

年
度
の
收
入
總
額
は
三
億

ノ
 

ニ
两
與
法
を
箅
し
僅
か
R
A割
九
分
の
增
加
を
來
し
た 

に
過
ぎ
な
い
。從
つ
て
收
支
系
數(

收
入
西
に
對
す
る
支，1 

出
办
制
合)

は
千
九
百
十
三
年
に
平
均
五
十
七
で
ぁ
つ
Z 

た
も
の
が
千
九
西
十
九
年
に
は
西
三
に
上
つ
た
、
千

九

\ 

f

一
十
年
度
の
分
は
齊
1一
十
五
位
に
上
る
も
の
ビ
徼
想 

3
れ
て
居
る
。
斯
く
營
業
の
掼
失
の
增
加
し
た
の
み
な 

ら
中
固
定
1
の
資
祖
も
向
時

に

著
し
き
«

»1
を
來

し

て
Z 

居
る
0

會
祉
の
財
政
が
雛
榄
に
陥
つ
た
の

も

怪
し
む
に

 

足

り

な

い

。

「

巴

譽

规

昂

。
地

中

海

」「

東

部」「

北

部」

の 

1 
一

j

鐡
皿
ば
千
九
西
十
コ
一
年
に
は
そ
れ
ぐ
八
西
萵
法
、

七
5

十
腐
法
、
及
び
七
西
萬
法
の
純
益
を
擧
げ
て
居 

た̂
が
、
是
等
の
利̂
^
鐵
道
す
ら
千
九
西
十
四
年
以

:

鎔

十

芄

卷

(

3L
七
七
，)

.

雜

’
錄

;.
彿
國
鐵
遒
の
近
狀

來
欠
損
を
.示
す

に

辛
一つ
た
の
で
あ
つ
て
、

同
年
以
後
の 

諸
鐵
道
の
欠
®

總

额

は

:

千
九
百
十
四
年
に
：は
へ
，；
六
千
三
.西
翦
法 

千
大
西
十
五
年
に
は
三
傲
六
千
五
西
萬
法

: 

千
九
西
十
六
年
.に
奴
三
僚
四
千
四
西
萬
法

:. 

千
九
百
十
七
年
^
は

.

五
億
三
苜
离
法 

千
九
西
十
.八
年
に
は
，

十
二
億
法
.

千
九
百
十
九
年
に
は
，
：

一
一
十
五
億
法

. 

k累
加
し
た
0
此
の
欠
損
说
收
支
計
算
の
上
に
观
は
れ 

た
る
も
の
の
み
就̂
て
ぐ
あ
る
が
、
猶
ほ
此
外
に
形
ド 

見
え
ぬ
掼
失
が
少
く
な
か
づ
だ
。
即
ち
元
來
鐡
道
は
常 

に
相
當
の
維
持
費
の
支
出
を
な
す
'ベき
で
あ
る.が、
收 

入
減
少
，の
折
柄
此
0

支
出
を
一
，部
延
期
ず
る
こ
ど
に
ょ 

つ
て
僅
か
に
支.出總
額
を
制
限
し
た
の
で
あ
つ

V

彳
藉 

し
此
の
支
出
を
平
常
通
り
行
つ|<
:
Sすれ
ば
欠
損
額
は 

右
に
揭
げ
た
る
数
字.1
b
.
も
膝
程
增
加
す
ベ
か
りU幣 

で
あ
る0
何
れ
化
し
て
も
斯
る
多
大
の
欠
损
を
^
し
た 

る
鐵
道
は
到
底
そ
れ
自
ら
の
力
で
利
益
K̂f
を
行
ふ
の

I

I
1 !



: 

.
 

.... 

.

< 

. 

. 

« 

• 

J
z

:
ぺ

:

:
ノ 

. 

I

 

i

 

八〕

.
雜

錄
'
怫
國
|

|

::
5

 

i

.

▲

剖」
の
三
證
は
政
府
5

紛
金
を
請
求
し
て
：保
證
.

業
員
總
數
は
千
九
百
十
四
本Y

月 
一
2

三
卜
?£
?

,

さ
れ
J

前
低
限
度
の
I

を

な

し

、

「

北

部」「

量

。

千

九I

I

っ

た

の_

九

旱

九

年

に
.ば
三
：
^
 :

 

, 1
い
?5
海」

の

雨

鐵

道

は

千

九

西

十

五

年

以

來

政

腐

，
一

千

碧

人

I

加
し
，

鐘

間

に
斯
る
増
加
を 

が
の
f

を
失
つ
た
か
ら
S

支
挪
の
爲
め
S

倚
を
來
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
此
の
間
に
不
熟
練
な
も
の
が 

f

て
と
が
許
さ
れ
た
、
け
れ
？

此
の
I

の
特
權
Z

多
數
I

れ
ら
れ
る
の
己
む
を
f

る
I

っ
た
i

.
 

f
 

I

一
十
年
度
で
滿
了
す
る
零
あ
る
。

I

I

る
。：加
ふ
る
S

龈
4

如
し
た
。
1

-1
1

.

,

八

篇

雪

s
i
r

 

I

f
っ
て
斯
る
_
 

土
ー
|

は

鑛

負

？

_

奉

人

|

し

;

^

.

ぺ：

に
5

2

|
曼

交

時
§

霞

：S

S
.
加

六

千S

八

十
S

I

:っ
f

の
¥

九

里

卜P 

は
っ
た
八
晶
嘗
法
は
千
九
？

九
年
四
月
十
三
に
は
從
置

¥

5

S

し
て
,

ニ
證
七
■

西

.

I

ら
施
行
せ
急
！

と
？

、

. 

I

S

O

.

〗

實
？

な
け
れ
は
2

な
か
っ
た
が
、
此
の
改
s

る
S

銀
支
拂
額
の
樹
加
はj

芊
二
割
七
分
の
多
き
に 

I

か
？

に
ょ
っ
て
生
じ
た
る
從
業
員
.

1
足
I

 \
上
っ
S

,
で
あ
る
。
斯
の
如
ぐ
霊
員
の
？

增
加
し 

.

5

分
に
恢
廉
し
得
ざ
る
S

?

.行

は

れ

た

の

で

あ

0
^

• 

っ
て
ノ
實
際
の
作
寒
の
制
合
に
顧
る
多
數
の
從
業
員
禪

率
は
却
て
減
少
す
る
の
結
果
を
來
じ
た
。
八
.時
間
&
1:
1

?

必
要
f

し
め
た
。
即
ち
千
九
I

摩
に
比
す

'.
S

結
果
機
攀
四
割
を
2

し
た
1

|
£

て

は

_

^

-

i

l

l

-

^

 

0

0

f
 

.

、

は
苹
均
六
十
七
哩
な
り
し
も
の
が
千
九
西
ニ
十
年
の
始 

め
^
は
約
四
十
_
に
減
少
し
.た
：
又
修
様
エ
場
で
は
八 

時
間
制
の
實
施
ど
出
來
高
拂
勞
龈
制
の
Ji
iL
ビ
の
M
^* 

と
し
て
人
員
は
if
し
で
も
仕
事
の
ft
g
$
は
従
前
の
半
分 

に
減
じ
た
。
尤
も
是
等
の
损
失
は
或
：る
程
度
ま
.で
は
，作 

業
上
の
施
設
改
a

R
ょ
b
て
偾
は
れ
f?
>」

ヒ
は
事
實
で 

ぁ
る
が
、
•結
局
八
時
問
^
傭
法
は
使
W

R
堪
ふ

る
貨
ギ 

數
の
減
少
を
來
し
交
通
機
關
の
弗
時
狀
態
へ
の
復
歸
を 

著
し
ぐ
遲
ら
し
め
、
损
失
：•
延
着
、
损
齊
の
數
を
增
し 

取
_
の
修
现
訐
書
を
®

へ
し
た
こ
ど
は
掩
は
れ
な
い
。

車
輛
の
現
狀
•戰
爭
以
來
佛
國
の
鐵
道
は
物
質
助
設 

«
の
：欠
.f

熟
練
せ
る
從
業
員
の
欠
艺
と
R
苦
し
•

んだ 

•0
で
ぁ
つ
て
、
完
全
な
る
機
關
艰
の
不
足
と
そ
の
修
繕 

の
遲
延
と
熟
練
.せ
る
機
關
手
•

火

夫

の

：
欠

乏

杧

基

づ

-
い 

て
眞
に
運
輸
の
危
機
を
生
じ
た
。
戰
前
に
は
修
繕
の
_爲 

R
ff
i
用
例
に
微
か
れ
つ 

>ぁ
る
機
關
艰
»
は
總
數
の
九
：
 

分
八
厘
に
過
ぎ
な
か
つ
た
の
が
、
千
九
百
十
九
年
八
月

第
十
五
怨.

(

五
七
九「)

.
雜

錄

'

佛
國
鐵
遒
.の
近
狀

一
日
に
は
ー

ー
割
五
厘
^
增

加

し

、

千
九
莨
二

十

年1

月 

1

日
に
は
ニ
割
四
分
ニ
厘
に
達
じ
犮
。
次
に
修
-
貨
弗
‘ 

數G

增
加
は
更
に
甚
し
き
も
の
あ
り
、
戰
前
に：

は
不
良 

璀
は
總
數
の 
一
ニ
分
七
厘
に
過
ぎ
な
か
つ
.た
も
の
が
千
九 

|

西
十
九
年
八
月
一
日
に
は
；

一

割
五
分
七
原
^
上
々
、：于
.

九
西
1
.
1十
年
一
月
一:
W

Rは

I
:

割
八
分
六
厘
k

達
し 

ノ
た
0

斯
の
如
く
不
苠
軍
輛
の
堺
加
に
つ
れ
て
、
目
今
同 

數
の
機
關
班
を
完
全
に
他
用
し
得
る
狀
態
R

維
持
す
る 

爲
に
は
〒
A

评
十
：四
年
の
當

f
：

に

比

し

て

約
ニ
帒
の
修 

織
職
エ
；を

耍

す.る

に

至
0
.た
の
ー
み
な
ら
す
、
そ
の
：後

大

「 

機
關
&
の
數
が
著
し
ぐ
附
加
し
た
爲
め
に
一
機
關
ii
l

の 

,
修
_

に
耍
す
る
勞
働
時
間
も
增
加
し
た
、
之
に
加
ふ
る 

一
R

職
工
の
熟
練
減
少
を
以
て
す
る
あ
る
が
爲
め
に
、
同 

數

，の
職
エ
^
對

す

る

機

關

取

修

纖

數

は

著

し

く

減

少

を 

來
し
た
0

で

あ

る
。

:

;;
|

>

^

‘

:そ
こ
で
是
等
の
困
難
に
打
ち
勝
つ
爲
め
k
鐵
道
は
夠 

增
勞
鈒
制
度
及
び
出
來
高
勞
銀
制
を
復
活
甘
し
め
む
ビ

第

即

號

一
一「

：_



第
十
.I

 

S

A

O

)

雜

錄

佛

凋
I

の
近
狀 

し
て
調
资
中
で
あ
り
、
猶
ほ
勞
働
節
約
を
可
能
な
ら
し 

.む

る

機

械

を

埘

設

し

て

エ

場

の

設

備

を

改

挺

せ

む

ビ

腐 

心
ふ
て
居
る
。
標
準
化
の
案
も
或
る
程
度
.ま
で
は
'開
始
.
：

.

 

さ
れ
て
席
る
の
で
あ
つ
て「

國
有」

，「

南
部」

。「 H
i

里
*
ォ 

ル

レ

ァ

ン

」
「

巴

狙
• 

S

 

•地

中

海

」

.
の
.
四

鐡

遒

(

後

>

に「

ァ
ル
サ
ス
。
ロ
レー
ヌ」
鐵
逍
も
加
は
つ
て
五
鐵
道)

|

 

は
.此
の
1
的
の
爲
め
^
千
九
^
十

九

年

の

始

め

に

鐵

道

| 

材
料
硏
究
中
央
會
を
紐
織
し
、
硏
究
事
項
を
四
部
に
分
ニ 

つ
て
試
®

•機
繃
蝴
設
計
。
貨
il
i

p
lr
h

0動
力
®

化
，問
一
へ 

題
を
分
掌
し
て
居
る
。
そ
し
て
篓
員
會
.は
旣
R
ニ
三
® 

機
關
取
標
準
型
案
を
作
成
し
、
油
槽
璀
，
鋼
製
祺
輛
等 

の
如
き
特
殊
货
取
の
標
離
型
を
も
硏
究
し
、
生
錄
の
輸 

送
に
使
用
す
る
冷
藏
取
の
試
驗
ち
濟
み
、
«化
問
題
もj 

充
分
な
る
硏
究
の
上
^

準̂
ビ
し
て
if
流
千
，五
I
Hボ：\

 

ト
の
採
用
を
推
獎
し
た
。
iE
k

M道
は
®
輛
の
供
紛
狀 

能
改
善
.の
爲
め
に
急
速
^
荷
物
.を
職
刺
す
る
荷
主
^
對 

し
て
獎
勵
金
を
與
へ
ヽ
又
一
秫
の
優
先
輸
送
の
計
靈
を

,: 

ぺ
笫
四
號 

一ニ

ー

立
て 
> 
旅

客

輸

送

を

制

限

し

、
貨
躍
の
修

»-
は
之
を
個 

人
工
場
に
請
負
は
し
め
た
爲
め
k
貨
41
供
給
を
常
態
に 

復
歸
せ
し
む
る
に
與
つ
て
力
が
あ
つ
た
。
然
し
な
が
ら 

機
®

：S
T
^
w
k
就
て
は
以
上
の
如
き
改
善
も
そ
の
效
多 

か
ら
す
し
て
猶
ほ
，
一

グ
年
問
位
は
平
時
狀
態
に
は
f
 

れ
i
い
ど
思
ば
れ
る
。
.
»ほ
諸
鐡
道
は
貨
il
l
の
配
給
も
: 

1
-層
適
當
に
制
_
す
る
爲
め
^
取
_
娄
員
會
な
る
も
の， 

へ
を
設
け
た
こ
ど
：を
附
言
し
て
置
く

0ー
 

' 

ノ

讀
在
及
び
將
來
の
發
展
佛
ii
l

c
部
の
鐵
逍
は
觉
廢 

地
復
舊
の
爲
め
に
多
火
の
努
力
を
し
た
Q

破
壤
さ
れ
た 

る「

北
部
し「

東
部」

の
雨
鐡
遨
は
全
線
の

大

部

分

を

®

®
 

し
な
ぐ
て
は
な
ら
な
か
つ
た
が
、
破
*
さ
れ
た
る
千
四 

西
六
十
七
0{
|
中
の
：千

|ー
1

五
_
±
ー
 一

哩
は
僅
か 
一
ー+

ヶ

月
: 

足

ら

ず

の

間k
營

襲

を
B

開

し

、3
同

地

方

の

述

輸

は

平.
 

時
常
態
に
’返

っ

た

。

前

述

の

如

皇

難

の

.
間

に

立

っ

r: 

能
く
こ
れ
だ
け
の
仕
事
を
成
し
了
せ
た
の
は
#
な
り
ビ 

云
は
な
.け
れ
ば

な

ら

ぬ.0

鐵
道M

化
の
：問
題
も
重
要
な

}

iJi

I

I

(

1

!

I

i

i

る
ー
問
題
ビ
な
つ
た
ブ
千
九
西
十
九
年
中
^
水
カ
使
用
“
ノ
勞
慟
問
題
ィ
條
國
の
鐵
道
は
戰
举
以
來
勞
働
狀
灌
改 

に
關
す
る
制
«
法
が
通
過
し
て
同
法
中
で「

巴
甩
*ォル善の目的を以て

(

一)

勞
働
港
R
對
し
て
そ
の
作
業
改 

レ
ァ
ン」

鐵
徽
に
#1
し
て
數
ヶ
所
の
水
カ
電
氣
發
：電
所
善
に
關
し
て
有
す
る
意
見
を
上
級
激
に
開
陳
す
る
の
ぁ 

の
設
微
を
許
可
し
た
が
、
そ
の
後
ロ 

I
ヌ
河
に
於
.け

る

ら

'.ゆ
る
機
會
一
を
與
ベ
て
以
て
從
業
員
の

知：：
識
ど
經
驗
と 

發
電
_
業
に
關
す
る
.法
律
が
通
過
し
て
今
や
約
六
千
哩
二
を
利
用
す
る
こ
ヒ(

一一)

#
進
潘
給
を
保
.■し
同
時
に
足
：
 

の
電
化
案
が
出
來
て
居
る
。
，そ
の
割
り
振
&
は「

巴
¥

等
に
關
す
る
規
定
の
實
行
を
瞥
_
す
る
の
機
關
を
設
け 

ォ
ル
：レ
ァ
ン」

鐵
遒
が
三
千
ニ
西
五
十
^
ス
^
部
レ
鐡
て
以
て
勞
働
者
の
利
益
を
保
»
す
る
こ
ビ
、
'の
ニ
艰
ど 

道
が
ニ
千
西
ニ
十
五
_
、「

CL
:
M
。设昂彳地中海

」

：鐵目的として新に

.從
業

員S
協
約
を
結
ん
だ
、
’
そ
し
て 

道
が
千
丑
西
ー
ー
十
五

1
|
-ぃ
ふ
猢
合1?
あ

る

。.
_此
の
電
此
の
協
約
の
趣
旨
に
よ
つ
て
從
業
者

.は
三
«
の
藥
_
會

. 

化
訏
..蕺は
數
十
億
法
の
緙
费
を
要
す
る
け
れ
ど
も
沿
線
に
代
表
者
を
撰
出
す

.る
，こ
ど
に
な
つ
れ
。
三
個
の
委
員 

の
運
輸
强
度
を
增
す
ビ
共
^
每
年
苜
芄
サ
萬
噸
に
上
るI.

會
ど
ば(

一
し
各
地
の
從
業
員
の

«
服
を
代
1
す
る
も
の 

石
誤
消
费
量
を
舞
程
節
約
し
得
る
も
の
ど
豫
想
5
れ

て

(

ニ)

®
^
配
人
ど
談
合
す
る
^
の(

三)

社
畏
ど
談
合
す 

居
る
。
又
燃
斜
ど
し
て
マ
ズ
‘
I
ど
稱
す
る
重
油
のg

用
一
る
も
の
、
即
ち
是
れ
で
ぁ
る
。
第
三
の
委
員
は
ニ
十
四 

が
進
埗
し
て
來
た
の
で
ぁ
：つ
て
、へ
私
設
西
鐵
遒
會
社
'.は
，
人
よ
b
成
り
運
轉
.。.：機
械
土
•木

の
各
部
よ
り
七
人
宛
、
. 

此
の
«
甜
の
供
^
を
*
.分
：な
ら
し
め
む
か
爲
め

-に重耍その他よ

6
三
人
の
代
表
者
を
出
し
て
祉
艮
と
1]
:
六
ヶ
.

な
.る
大
製
造
工
業
會
社
^

協
同
し
て「

石
汕
消
费
者」

な
.

月
に
談
合
し
、
第I

一
 

の
委
員
會
は
總
支
配
人
ビ
H

ヶ
rj 

i

t

g
を
紐
織
す
る
乙
ヒ
化
な
つ
れ
ヶ
/
; 

. 

. 

'

.
@«'
に
談
合
言
る
、
_而
し
て
.是
發
の
委
員
會
.は
紀
綱
0

,

,
 

第
十
■五

卷

(

?;
.八」

：〕

_
 

.
錄

I

怫

國

鐵

道

^
近

狀

 

第

四
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ノ

'

•第
十
I

' (

五
a
ニ〕

雜

'.
錄
へ
.
.：'佛
_
鐵
|

露

-

V

ご
： 

錄

四

號

r '
四

.

間
煺
に
蹦
す
る
意
見
を
徵
ぜ
む
が
爲
め
に
開
が
る
.る

諮

.の
擺
業
に
對
し
て
は
政
府
は
强
硬
な
る
態
度
を
嶸
ぅ
、
‘

開
會
に
出
席
す
な
こ
ど
に
な
つ
て
居
る
。
.猶
ほ
勞

働

者

：

■部
忠
實
な

5
從
業
員
.ビ

_
輿

論̂
は
共
に
起
つ
て

>
, : 

议
從
業
麗
年
金
及
び
消
費
組
合
の
#
計
監
督
委
負
會
に
:
反
對
し
た
の
で
あ
つ
て
、
鐵
遨
は
學
生
や
前

®
業
員
，
^

""て 

‘ 

代
表
者
を
出
し
て
居
る
。
か
く
し
て
勞
働
者
ば
尤
も
實
市
民
會
な
ど
ょ
:̂
几
：千
四
西
七4

-

人

の

義
與
猿
を
得

I 

用
猶
な
方
法
に
於
て
鐡
遒
の
經
營
權
妃
參
加
し
で
居
る
|
,て
、
之
を
使
用
し
て
十
.時
間
勞
働
を
實
施
し
列

*

の
基
：

の
で
あ
る
。
加
ふ
る
に
勞
銀
も
標
準
化
さ
れ
て
苟
く
も
轉
囘
數
を
減
じ
つ

\
此
の
危
機
に
處
し
た
。
'此
の
撾
業 

阬
•
の

作

業

に

從

1
る
從
*

■*
は
何
れ
の
.大
鐵
道
に，1

は

一

ー

十

八

日

間

繼

續

し

、

そ

れ

が

最

高

朝

に

達

(.
:

た

诗
 

於
て
も
同
樣
の
條
件
に
ょ
つ
.て
勞
銀
の
支
給
を
受
け
る
は
罷
業
者
は
四
戴
道
の
從
業
; «
總

数

の

四

割

、

火

夫

機

：

,

こ
^
に
な
り
、
义
動
續
手
當
及
び
年
末
賞
與
0'
制
度
も
關
手
の
六
割
を
算
し
れ
が
脑

#:
各

階

級

の

反

對

に

ょ

つ

：

設
W

&

れ
た
。

、

\

 

' 

:

て
敗
北
し
た
ゾ
け
れ
ど
も
爲
め
に
受
け
た
る
鐡
遒
の
姐 

所

が

千

九

旱

九

年

中

に

ニ

囘

の

同

蜃

業

が

起

つ

一

害
.は
ニ
億
四
千
■

各
上
さ
れ
て
作
業
の
常
態
：

」

：
 

て
右
の
ぉ
&

協
乾
や
其
の
他
の
施
設
の
效
A

に
對
す
る
•

に
.復

す

る

證

竺

ヶ

パ

璧

五

ヶ

月

を

要

し

た

の

で
：
：
.

試
驗
ヵ
行
は
れ
た
。
：®
.
1> ]

の
は
二
月
に
起
り
僅
か
に

\
あ
る
。
斯
丄
時
は
從
業
員
間
に
多
大
の
不
滿
が
葙
し 

,

V
, 

ヒ
日
間
一
し
て
終
つ
ナ
が
第
ニ
囘
の
は
に
五
月
起
ぅ
頗
た
や
ぅ
で
あ
る
^
れ
ど
も
今
や
彼
等
は
好
威
を
睃
い
て

る
重
大
な
る
性
質
を
示
し
た
。
こ

れ

は

鐵

遒

從

寶

の

f

c
生
活
费
に
：比
例
し
て
支
給
を
受
け
て
f

か

ら

. 

#*
#
以
j
を
會
員
€

せ
る
從
業
員
龃
合
聯
合
'#
の

多

年

«
び
仕
事
に
興
味
を
持
つ
や
ぅ
に
な
つ
た
。
又

上

述

り
.

:

し

•

:
:の
運
動
の
結
果
で
外
國
か
ら
の
援
肋
も
含
た
が
、
.他
:;

'施
設
に
ょ
ぞ
經
營
に
或
る
程
度
の
參
加
が
_

®

^

て
居
る
の
で
此
の
代
表
に
ょ
っ
て
新
な
る
特
典
や
特
權 

を
得
る
に
庚
る

で
■あ

ら

ぅ
。
‘を
し
て
彼
«
は
.今
や
抚
に 

_年
々
.の
賞
與
に
ょ
っ
て
收
益
に
參
加
し
て
居
る
。
斯
，る 

袍
様
で
あ
る
か
ら
鏡
&
に
擺
業
を
開
始
し
だ
努
_
紐
合 

聯
伶
會
は
そ
の
勢
力
を
減
じ
て
今
や
全
從
業
員
の
五
分 

の
ー
を
包
含
す
る
に
過
§:
ざ
る
に
¥
;つ
た
。

■
.- 

丨
佛
蘭
西
の
鐵
.

今
や
物
質
的
並
に
精
神
的
の
均
衡

\ 

を
恢
復
し
、
運
輸
の
危
機
は
殆
ん
ざ
去
っ
た
、
そ

し

て

j 

勢
働
者
の
間
に
は
平
和
が
苒
來
し
た
。
鐵
道
會
社
^
政 

府
$
の
合
議
に
成
れ
る
一
法
案
は
今
や
議
會
で
討
議
中 

で
あ
る
が
恐
ら
く
之
は
可
決
さ
れ
て
鐵
遒
の
將
來
に
對 

す
る
新
な
る
道
を
開
く
で
あ
.ら
ぅ
。

,
;

-
■"■ah'
'
/
 

声 p^c
h
a
u
d
:-Present 

condition of the French

rail

冬 ays (

J

《

p
n
w
a
y 

A
g
e
'
J
a
n
'
7

°.r92I.)

中
ふ
-
採
.錄_

I
.

、.改
造
案
、
«
國
に
於
て
は
從
來
千
八
西
八
十Kl _

の 

政
府
及
鐵
道
間
の
契
約
に
ょ
っ
て
利
子
保
證
の
制
度
が 

本
は
れ
て
來
れ
の
で
あ
0
て
"
冬
の
_
度
に
は
改
1£
を 

'.
!•
笫

十

扩

涖

，

C

五八三

)

雜
錄
佛
阈
鉞
逍
の
近
狀

:
加
ふ
る
の
必
5?
:̂
る
こ
i

は
戰
前
か
ら
認
め
ら
れ
て
.來 

て
居
ラ
た
.の

ャ

ぁ
る
が
：

戰
_

鐵

遨

が

上

述

の

如 

墙
に
立
つ
に
¥
;つ
：て

ば

そ
.0
改
正
は
最
早
ー
日
も
猶
豫 

す
る
こV」

が
出
來
な
寧
ろ
大
改
造
を
試
や
ぅ
ビ
い 

ふ
案
^

諸
方
か
ら
出
れ
。
勞
働
總
同
盟
は
鐡
5 1

は
凡
て 

之
を
國
有
ど
せ
.ょv

云
ひ
、
ル
ー
シ
ユ

I

ル

氏

の

如

き

.
： 

は

諸

鐡

道

をL

つ

に

纏

め

て1

會

社w

な

し

而

も

勞

働

：
「 

奢

の

勞

働

出

資

を

認

め

て

之

を

社

員

と

せ

ょ

ヾ

」

提
唱
し
，
 

た

が

、
.
ロ
 一

ラ
シ
氏
を
&

^
す
.る
調
査
.委
員
會
は
*

0;「 

雨
案
を
共
に
排
し
て
各
社
間
0.
共
働
的

施

設

に

：ょ0

て 

此
の
目
的
を
達
し
や
ぅ
ビ
し
て
次
の
如
き
決
議
を
報
吿 

:

し
た
o

政
府
案
な
る
も
の
が
即
ち
是
れ
で
そ
の
大
要
は 

次
の
如
く
で
ぁ
る
.。

;

务

鐡

道

の

經

營

は

勿

論

务

«:
の

自

财

に

任

せ

ら

れ

る
 

け
れ
ど
も
そ
の
間
に
作
業
ト
ー
の
協
働
を
可
能
な
ら
し
む 

る
爲
め
に
最
高
會
«
を
設
げ
T*
意
見
の
統
一
及
び
_
利 

の
、增
進
に
便
せ
し
め
る
。
議
畏
の
外
四
十
八
名
の
議
員

、
 

第

四

號

一

一

五



第

十

芄

卷

(

k

/\
l
四)

：

錄
.
.丨
怫
阈
巍
迸
り
近
狀
.

m
四
號

一1

六

ょ
り
成
り
、
，
鐵
道
及

.び
公
衆
の
侧
ょ
り
、
各
词
数
を
出 

す
、.前
翁
の
侧
に
で
は
從
業
員
の
代
表
者
六
名
を
含
み 

:後
我
の
侧
に
て
は
^

の̂
食
^
を
^
む
ゃ
"此
の
#
議
ば 

技
術
上
。
.商
業

上

。
作
：業

上

。
財
政

'上
に
於
け
る
共
：同
' 

の
利
益
に
關
す
る
問
,®
の
.み
を
議
す
る
も
の
で
個
々
0 

鐵
巡
の
み
に
關
す
る
間
題
に
ば
與
ら
な
い
が
、
數
個
の 

鐵
膨w

そ
の
從
業
員
e
の
間
の
紛
！g

に
關
し
て
は
仲

翁 

裁
判
所
の
.
役
目
を
す
る
。
最
高
會
議
：
の
決
議
は
絕
對
的 

で
は
な
く
衮
通
大
K
は
或
る
條
件
の
下
に
於V

之
に
批 

判
^
加
ふ
る
の
權
を
保
留
す
る
。
次
に
最
高
會
議
以
定 

め
忆
る
原
則
を
各
鐵
遨
に
就
て
«
行
す
る
の
實
任
機
關 

ビ
し
て
各
©

逍

か

.'ら

三

人

宛

を

撰

出

せ

る

十

八

名

の

委
 

員
ょ
b
成
れ
る
經
理
藥
員
#
を
設
け
ん
。
各
鐵
道
の
代 

表
漭
は
政
府
委
員
と
し
て
®

高
會
議
に

列
席
す
る
こ
f 

に
な
つ
て
居
る
か
ら
之
e
經
理
篓
員
#
ビ
の
問
に
は
不 

断
の
連
絡
が
保
た
れ
る
。
猶
ぼ
交
通
大
ほ
は
鐡
遒
に
關 

し
て
一
，一
つ
の
新
た
な
る
權
利
を
収
得
す
る

.

、(
I
,
)

li
l

民

的
利
害
に
關
す
る
も
の
と
刿
斷
さ
れ
た
る
或
る
特
別
賃 

.

.

.
率
の
低
減
を
要
求
す
る
乙
ビ
’、(

一一)

公
^

必̂
製
ど
_
 

.め
ら
れ
た
る
設
備
を
ば
鐵
邋
の
殺
用
に
於
て
新
擎
る 

>J_ VJ

を
耍
求
す
る
こ
;<
5
、
即
ち
&
で
あ
る
。

.1..

A-
/
1ー.に
則
政
上
の
«
働
の
爲
め
に
は
プ
I
ダ
即
ち
共 

I

同

割

錄

の

制

度

を

設

.

.

:»
ヽ

各

鐵

遨

を

し

て

營

業

收

入

ょ
 

'一
力
營
菜
支
出
を
控
除
せ
る
純
益
を
ば
共
同
速
命
中
に
拂 

込
ま
し
め
以
て
損
益
を
各
鐵
遨
間
に
平
均
せ
し
め
る
0 

|

尤
•も

純
益
の
■凡

て
を
共
；同

許

箅

に

移

す

こ

VJ

ビ
し
て
は 

I

各
鐵
道
の
營
業
上
の
熱
心
を
奪
ふ
1
に
な
る
か
ら
、
之 

ー
.が
防
11
:
策
^
し
て
_
益
の1

部
を
ば
輸
送
人
キ
.ロ 

メ 

I

 

I

ト
^
又
は
輸
送
噸
キ
ロ
メ
ー
ト
：ル
に
比
例
し
營
業
收
支 

j
系
數
に
反
比
例
し
て
鼾
鈴
し
之
を
各
鐵
道
に

保

留

せ

し

 

め
ヽ
そ
の
三
分
の
一
を
株
主
に
、
H
分

の

一

一

を

從

業

員 

に
分
配
せ
し
め
る
こ
と
に
す
る
。
プ
ー
ル
の
制
度
を
設 

く
：る
と
.同
時
に
從
來
の
利
子
保
證
の
制
度
を
ば
廢
止
す 

る
？
然
ら
ば
鏹
遒
全
體
の
收
支
は
如
何
に
し
て
均
衡
を

r
.

•卜

.

.，
!
-
n

、
一-
、

- 

 ̂

,
/ 

L

:

.
J 

1

,丨 
J

l

i

.

保
た
れ
る
か
ぐ
し
い
ふ
に
、

一
時
餉
に
は
政
府
か
ら
の
貸 

下
金
に
ょ
り
、
永
久
的
に
は
赁
率
の
作
川
に
ょ
つ
て
も 

れ
が
保
證
さ
れ
る
.
こ
ど
に
な
る
、
此
の
目
的
の
爲
め
に： 

政
府
案
の

I

項
に
は
、
必
要
あ
る
場
合
に
は
特
許
狀
に 

定
め
た
る
最
高
限
度
以
上
に
貨
率
を
高
め
る
こ
と
を
、

.
 

議
會
の
®

督
に
下
に
許
可
.す
る
の
«
能
を
交
通
大
炬
に 

附
與
す
.る》

^
と
が
規
定
3
れ
：て
あ
るo

,

私
載
鐡
道
會
社
e

s
家
i

の
、關

係

に

於

て

生

ずる.

最 

ぁ
生
た
.る
出
來
事
は
、
ル
て
.の
私
設
鐵
道
の
i

-J
l
0. 

久
#

總
1
1
;
;
=
^

赂
冷
同
紅
の
大
欠
损
を
^

す
る
國
难
鐵
it 

を
し
て
共
同
許
算
に
參
加
せ
む
め
る
こ
ビ
で
あ
つ
て
、
 

こ
れ
は
私
設
鐵
道
.侧
の
大
«

步
で
あ
る
。
然
し
そ
の
代 

り
U

私
設
鐵
道
の
戰
時
中
の
裔
债
は
凡
て
之
を
_

家
に 

於
て
引
受
け
る
ゾ」

ビ
に
な
る
、
蓋
し
戰
時
中
は
鐡
遨
は 

政
府
の
管
理
の
下
'(
'
:あ
っ
れ
の
だ
か
:&
此
:0
處
働
は
疋
. 

常

<£
見
做
さ
れ
る
。
吏
{1
戦
敬
以
前
0

政
府
に
對
す
：る ヾ

偾
務
に
就
て
は
利
：子
を
免
除
さ
，れ
る
。ぐ
然
し
鐵
道
會
社

十
五

m

a i

八
5 £

雜

錄
 

< 
怫
國
鐵
道
め
近
狀

は
敵
國
ょ
6
受
'ぐ
べ
分
賠
偾
に
就
て
は
政
府
を
し
ぼ
狀 

位
せ
し
め
る
こ
と
に
な
る
。
私
設
鐵
遨
の
第
ー
の
大
讓 

步
は
特
許
期
限
滿
了
の
際
に
於
^
る

*

^

の

質

上

條

仲 

を

修
.1
£

し

た

こノレで
4)
る
。
>!
«
制
度
の
下
に
あ
り
て 

は

、
買
上
.の
際
は
政
府
に
於

t
难
輛
の
代
惯
を
辨
濟
す
. 

る
J
に
な
つ
て
居
る
が
、
現
在
の
所
、：艰
輛
の
馏
格
は
：
 

非
常
に
高
く
從
で
專
門
家
の
ー
評
惯
額
に
從
ふ
ビ
す
る
時 

は
11
家
の
負
擔
が
颇
る
11
く
な
る
、
.
.そ

Z

で
會
社
側
で
，
 

は
此
の
规
定
の
®
rl
に
：同
意
し
た
の
で
あ
つ
て
、
:艰
_ 

は
從
來
の
も
の
に
就
て
は
1«
-
:
產

妇

錄

僧

格

中

か

ら

使

用
 

二
年
に
つ
き
四
十
分
0
.一
^
の
®]
合

で

減

惯

し

た

も

の 

を
標
準
ビ
し
て
買
上
る
こ
ど
、
今
後
：の
庳
輛
に
就
て
は
. 

使
用
七
年
に
づ
き
五
十
分
の
：一
：
宛

減

®
し
た
る
も
の
を 

標
準
と
し
て
辨
濟
す
る
こ
ビ
、
，.：徂
し
览
の
規
定
は
.チ
九 

W
ニ
十
八
年

一
月
マ
日
以
後
に

の

み

實

旌

せ

ら

る

、
こ 

迄
に
決
し̂

0

,

.

.
公

^

は

ァ

ン

ジ

口

.
ラ

ン

«
.を
提
ど
し
鐵
道
會
91
の
.

.

.

:

.

葡

驗

一

-
一
七
..



,

第

十

五

卷

(

五
八
六〕

雜

錄

、代
表
恶
X
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 .1

般
公
撕
の
代
表
者
と
を
以
，
て

組
織

:せ
る
聯
合
調
.资
委
員
會
(£
、
.上
院
議
員
ジ
ュ
ァ
シ
> 
モ
レ

ル
K

を
提
ヒ
ず
る
大
統
領
直
風
0;
徽
濟
研
究
简
ど
の
合

議
に
ょ
つ
て
決
定
し
た
る
：鐵
遒
制
度
改
造
案
の
大
要
で

あ
つ
.
て
、
今
や
讅
會
に
於
て
審
議
中
に
屬

ず
る
。
委
員

M

P

ラ
ン
氏
は
此
の
案
を
千
九
西
ニ
ナ
ー
年
一
月

--
-
日

か
ら
實
行
し
得
る
や
ぅ
速
に
可
決
せ
むM

J

を
慫
M

し
、

昨
年
十
.

月
八
日
に
'開
か
れ
た
る
全
國
商
業
會
_

所
長

#

議

も

四

五

の

修

正

を

•條

件

ビ

し

で

之

を

速

か

に

可

決

せ
ひ
乙.VJ

を
耍
求
し
‘て
居
る
。
議
會
に
於
け
る
本
案
の

，運

命

如

何

、
吾

人

は

未

だ

之

に

就

て

知

る

所

が

な

い

。
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中
ょ
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/
涑
錄
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\

ソ

チ
と
そ.

時

代ロ

レ

ン

ツ

オ

そ

の

時

代

笫

四

跋
、
、
' 

一
一
八

ン
チ

S

治

.
 

..

種
々
の
時
代
f

c
於
い
て
布
名
な
人
々
は
、
分
類
を
す 

れ
ば
ニ
利
類
に
分
力
れ
る
。
そ
の
一
' 

つ
は
^
•
論
ま
た
は 

實
際
方
面
の
改
革
^

行
っ
：て
？
眾
^
彼
等
の
現
は
れ
た 

(I
V

代
の
み
な
.ら
中
、
未
來
に
ま
で
も
影
響
V」

及
ぼ
し
た 

人
々
で
、
ま
た
他
の
-

つ
は
、
：，そ

の

時

代

の

_
代

精

神 

を
最
も
ょ
ぐ
表
は
し
た
人
々
で
、
如
何
な
る
時
代
の
人 

々
で
*

る
か
ヒ
い
ふ
こ
义
が
、
：明
瞭
^
判
る
も
の
で
ぁ 

•■
a

以
下
述V

や
>
?
ど
す
气
:ホ
ル
ッ
ゾ
ク
工
ル
及
び 

ォ
プ
レ
ヒ
ト
は
後
の
部
類
に
入
る
ベ
S

A

々
で
あ
る
へ 

彼
等
は
改
革
の
衝
動
で
計
晝
_に
，當

み

，た

る

時

代

の

先

隨 

者

で

名

づ

た.0
f

し

て

彼

等

鼻

の

特

色

め

る
計

»

I
1
I
!

I

:
I

:

!
I

!
1
2

I

は
、；
何
等
實
際
上
の
問
題
ヒ
な
る
こ
ど
な
く
し
て
終
つ
れ
ば
、
貯
金
及
び
そ
の
利
子
は
當
倚
が
沒
收
す
る
く
い 

衣
の
は
、
事
賞
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
半
ば
彼
等
の
生
れ
い
.

ふ
の
で
あ
つ
た
。

I

た
時
代
が
、
動
搖
の
激
し
い
，時
代
で
あ
つ
た
か
ら
で
あ
こ
の
計
劃
の
實
行
に

#
ふ
便
益
は
一
一
つ
あ
る

。
;®

 ̂

る
。
彼
等
は
を
れ
が
た
め
に
保
險
史
上
に
.於ける意義の獎

g

R
ょ
つ
て
、
斷
ぇ
ず
增
加
す
る
游
迫
を
制
业
ず
： 

な
し
と
し
て
爾
過
す
る
こ
ど
を
許
さ
ぬ
も
の
で
あ
る
0

\

る
乙
^
、
及
び
ブ
ぐ
れ
£

同
時
^
、
敎
宵
の
改
善
そ
の
；他 

，
ベ
火
ト
ホ
ー

ル

ド

，
ホ
ゲ
ッ
シ

ク

エ
ル
は
ニ
ク
レ

ン

一
同
樣
の
目
的
に
、
利
用
す
る
Z

ご
の
出
來
る
相
當
の
資 

ベ
ル
グ
.に
於
い
て
、

一
五
ー
〇
年
頃
に
生
れ
た
°

彼

は

.金
を
社
會
に
與
え
る
之
艺
<1
れ
で
あ
る
< 
さ
う
し
て
こ 

マ
五
五
ー
.年
^
そ
の
.町
の
市
提
に
擧
げ
ら
れ
、
I

し
•
{
の
事
業
は
/
幼
兒
の
死O

率
が
大
で
あ
る
か
ら
、
引
き 

て
ー
五
八
ニ
年
に
同
じ
町
で
こ
の
世
を
終
つ
た
の
で
あ|

合
ふ
で
あ
ら
う
^
II
I心
は
れ
た
？

ホ
：

A

ッ

シ

ゥH

ル
は
生 

る
。
，
彼
の
試
み
た
る
財
政
上

0
大
.軒
肅
は
、
決
し
て
當j

れ
る
小
供
の
半
分
4
、
成
.年
.■
に
達
婚
す
る
も
の
は 

時
の
.人
々
の
賞
讃
を
受
け
な
か
つ
た
や
う
で
あ
る
0
彼
一
な
い
ど

#
へ
^
。： 

3う
し
て
彼
の
こ
の
見
積
り
は
、
當 

の
訃
窬
は
、
總
て
の
階
級
を
通
じ
て
殘
ら
す
小
供
に
對
時
の
實
狀
：か
ら
推
し
て
、
決
し
て
^
ん
な
に
失
當
の
も 

し
て
、：
强
制
保
險
を
行
は
.ん
i
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
.
の
で
は
な
か
つ
た
の
で
あ
る
：。
し
か
し
そ
の
事
情
の
如 

子
供
が
出
生
す
る
S
、
親
を
し
て
必
ら
ず
.ず
タ
I

ゾ
ノ
パ
何
に
拘
ら
ず
、
彼
は
.遂
い
に
.各
都
術
の
當
局
か
ら
熱
心 

以
上
の
强
制
貯
金
を
行
は
し
め
、/子
供
は
成
年
に
達
し
.な
る
歡
迎
を
受
W
る
こW

は
：出
來
な
か
つ
た
。
彼
の
計
：
 

て
結
婚
'1
-
れ
ば
、
.貯
金
の
1ニ
倍
の
餞
を
結
婚
持
參
金
と
書
は
失
敗
に
歸
し
た
の
で
あ
る
。

j

五
六
五
，年
前
後 

し
て
：受
飯
す.る、
然
し
苦
し
小
供
が
を
の
前
.
死̂
亡
す
:
.
.は
彼
自
も
保
！
し̂
れ
る
賠
償
金
の
一
割
^
相
當
す
る
金
I
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